
別紙２

平成１４年度 改正工種概要

番号 工 種 名 と り ま と め 概 要

１ 排水構造物工 ・総合歩掛化（基礎材敷設～排水構造物設置）
※ ・歩掛区分の大括り

・雑工種率の設定（基礎砕石、均しｺﾝｸﾘｰﾄ）
・機種の変更[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ→ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）]

２ 薬液注入工 ・現行歩掛の見直し（作業時間、編成人員）
※ ・諸雑費率に含む機種の拡大

（ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置、ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ）
・消耗材料の率化

３ 旧橋撤去工 ・床版破砕、桁切断において２次破砕まで含む歩
掛を新規制定。

４ アースオーガ併用圧入工 ・付属機械の諸雑費化
※ （鋼矢板） ・日当り施工枚数の大括り化

・主機械の規格を一部変更
（電動式オーガ(45kW)→油圧式オーガ(3.5t･m)）

５ 浚渫工 ・適用範囲の見直し｡【河川⇒河川・湖沼】
※ （ポンプ式浚渫船） ・ポンプ浚渫船機種の見直し｡【電気船1,000PS型

を削除，ディーゼル船800PS型を追加】
・陸上管（排砂管及び受枠）設置・撤去歩掛を管
径及び高さ区分毎に日当り歩掛化。

・水上管（排砂管及びフロータ）設置・撤去歩掛
を管径毎に日当り歩掛化。

６ 特殊ブロック設置工 ・適用範囲の拡大
（ブロック種別、規格及び材質）
・透水シート敷設労務を設定
・敷均し材料（敷砂、敷モルタル）の諸雑費率化

７ 連続地中壁工（柱列式） ・施工時間の大括化（掘削径φ550及び600の掘削
混練時間を１本化）

・建設機械の変動（ｸﾚｰﾝ：損料→賃料、ﾊﾞｯｸﾎｳ：
損料→賃料）

・１分／ｾｯﾄから１日／ｾｯﾄに日当り歩掛化
・諸雑費率に含む機種の追加（セメントサイロ）
・編成人員の見直し

８ 多自然型護岸工 ・適用条件の拡大（杭長3.0ｍ→3.5m）
※ （木杭打工） ・日当り歩掛化

９ 電線共同溝工 ・特殊部の設置歩掛の表現方法を改正
(Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ) ・C・C・BOX単独の舗装版破砕積込を設定

・管路清掃及び導通試験を諸雑費化
・埋戻し砂の使用量の率化



番号 工 種 名 と り ま と め 概 要

10 原動機燃料消費量 ・機種の追加（４機種）
※ ・燃料消費量に含まれている油脂費率の改正

11 共同溝工（構造物毎） ・構造物の形状(内空断面)による歩掛区分の設定
・型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設･養生､足場の複合歩掛化
・雑工種(基礎砕石､均しｺﾝｸﾘｰﾄ)の率化
・補助機械運転経費等の諸雑費化
・掘削工の編成人員の見直し

12 発泡スチロールを用いた ・発泡スチロール設置工の大括り化
超軽量盛土工 （２区分→１本化）

・発泡スチロール設置工、壁面材設置工の日当り
歩掛化

・支柱設置工、壁面材設置工の新規制定
・付帯工種(基礎砕石工、敷砂工、排水材設置工)
の雑工種率化

13 プレキャストＰＣ床版設置 ・現行歩掛の見直し
工 ・適用範囲の拡大：床版撤去工

(床版面積10㎡→25㎡、床版厚250㎜→420㎜)
・諸雑費率に含む機械の拡大：床版撤去工
(二次破砕用機械を追加)

凡例 ※：ニ省共同調査


